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当社による労働者派遣事業における情報について 

労働者派遣法第２３条第５項(同法施行規則１８条の２)に基づき、当社の労働者派遣事業

に関する以下の事項についてお知らせします。 

 

株式会社チャージ栄支店は 2025年 2月を以て名古屋支店と統合いたしました。 


